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　事業主は、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付（労働保険の
保険料の徴収等に関する法律第15条）と前年度の保険料を精算するための確
定保険料の申告・納付（労働保険の保険料の徴収等に関する法律第19条）の
手続が必要です。これが「年度更新」の手続です。

申告書を作成したら、下記の方法により提出・納付します。

署では、所掌3の申
告書（労働保険番
号の3桁目が「3」
のもの：藤色と赤色）の
申告・納付はできません。
※郵便局を含むほとんどの金融機
関が日本銀行の歳入代理店と
なっています。

申告・納付期日最終日である7月10日（月）は、労働局・監督署・
銀行・郵便局窓口において大変混雑することが予想されます。

納期

口座振替納付日 9月6日 11月14日 2月14日

7月10日 10月31日 1月31日

全期・第1期 第2期 第3期

来庁による提出方法
申告書及び領収済通知書（納付
書）は3枚とも管轄の労働局、労
働基準監督署または社会保険・
労働保険徴収事務センター（年金
事務所内）へご持参ください。

郵送による提出方法
管轄の労働局、労働基準監督署
または社会保険・労働保険徴収事
務センター（年金事務所内）あての
郵送での提出も可能です。労働局
の住所は送付した封筒の表面に
記載しております。事業主控に受
付印が必要な場合は返信用封筒
を必ず同封してください。

●労働保険料の納期（平成29年度）

口座振替を利用し
ない場合の納期限

⑪

その事業の種類ごと
に定められた保険料率を乗じて算定します。

日本銀行の歳入代理
店（※）

　この年度更新の手続は、本年度は6月1日から7月10日までの間に行ってくだ
さい。

⑳
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　手続が遅れますと、政府が労働保険料・一般拠出金の額を決定し、さらに追
徴金（納付すべき労働保険料・一般拠出金の10％）を課すことがあります。

事業主控に受付印が必要な場合は、労
働局又は労働基準監督署へ提出用と控
を一緒にご提出ください。

△△市
△△－△－△

△△邸増築工事　他８件

（平成27年４月１日以降

　工事開始分）

〇〇ハイツ新築工事

　35 建築事業

（既設建築物設備工事業を除く）

29

○○

○○市　○○　　○－○－○

×××

××× ×××××××

××××

株式会社 ○○工務店
代表取締役　　　○○ ○○

6 12

〇〇市
〇〇〇－〇－〇

24

28 5 1 94,500,000 94,500,000

94,500,000

20,000,000

19,845,000

19,845,000

4,600,000

8,050,000

12,650,000

21

23

23

2

20,000,000

35,000,000 35,000,000

55,000,000

149,500,000 32,495,000
149,500,000

3 1

28

28 30

4

9

1

28

29 15

5

3

1

××市
××－×－×

（小計）

××邸新築工事

（平成24年３月31日以前

　工事開始分）

１ 6 0 0 1 0 1 0 0 0０  １x x


